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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター職員就業規則（平成

21年法人規程第8号。以下「職員就業規則」という。）第43条の規定に基づき、地方独立

行政法人東京都健康長寿医療センター（以下「法人」という。）に勤務する職員の給与

に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（給与体系） 

第２条 職員の給与は、年齢給、勤続給、職能給、成果給、役職手当、専門職手当、職種

手当、専門資格手当、医師給与調整手当、業務勤務手当、処遇改善手当、扶養手当、通

勤手当、宿日直手当、救急勤務医手当、宿日直特殊勤務手当、特別対策手当、超過勤務

手当、管理職員特別勤務手当、休日給、夜勤手当及び賞与とする。 

２ 職務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。 

 

第２章 給与 

第１節 給与 

（基本給の定義） 

第３条 年齢給、勤続給、職能給、成果給、役職手当、専門職手当、職種手当、専門資格

手当、医師給与調整手当、業務勤務手当、処遇改善手当を基本給とする。 

（基本給の決定） 

第４条 基本給は、年齢、勤続年数、免許資格、経験、職務内容等を勘案して職種及び等

級ごとに理事長が別に定める基準により職員ごとに決定する。ただし、理事長は、職員

就業規則第５条の期間経過後最初に行う人事考課の結果により、当該職員の等級及び基

本給の額を変更することができる。 

 

第２節 基本給 

（年齢給） 

第５条 本人の年度末年齢を基礎として、別表第１に定める年齢給を支給する。 

（勤続給） 
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第６条 本人の最終学歴を基礎として、別表第２に定める勤続給を支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、看護学校、専門学校の卒業者については、高卒者の号に課

程の年数を加算した号を適用する。また、表中の修士には、学士（医学）及び６年制課

程の学士（薬学）を含むものとする。 

（職能給） 

第７条 一般職員に対し、本人の等級を基礎として、別表第３に定める職能給を支給する。 

２ 職能給は、主事、主任及び係長級の職位の者に支給する。 

（成果給） 

第８条 管理職員に対し、本人の職位を基礎として、別表第４に定める成果給を支給する。 

２ 成果給は、課長、専門職１、部長級及び専門職２の職位の者に支給する。 

（昇格時の職能給）  

第９条 一般職員が昇格した場合には、職能給において一つ上位の等級の下限額（１号）

を適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、一般職員が管理職員に昇格した場合、職能給から成果給の

下限額（１号）への適用とする。 

（任期付職員から期間の定めのない雇用へ移行した場合の基本給）  

第１０条 任期付職員が期間の定めのない雇用に変更された場合の基本給は、変更後に対

応する職位に応じた基本給を適用する。 

（降格時の成果給及び職能給）  

第１１条 管理職員及び一般職員が降格した場合の職能給は次のとおりとする。 

(1) 部長級の職員が課長級の職員に降格した場合には、職位及び評価に応じた成果給の適

用に変更する。 

(2) 課長級の職員が一般職員に降格した場合には、成果給の適用から職位に応じた職能給

の適用に変更する。 

(3) 一般職員が降格した場合には、下位の等級に応じた職能給の適用に変更する。 

（給与表の改定） 

第１２条 給与表の改定の時期は、理事長が別に定める。  

（基本給の日割計算等） 

第１３条 月の１日から末日までの期間（以下「給与期間」という。）につき、基本給を

支給する。 

２ 新たに職員となった者に対しては、その日から基本給を支給し、昇給、減給、昇格、

降格により基本給の額に異動を生じた職員に対しては、その日から新たに定められた基

本給を支給する。 

３ 職員が離職したときは、その日まで基本給を支給する。  

４ 職員が死亡したときは、その月まで基本給を支給する。  

５ 第２項又は第３項の規定により基本給を支給する場合であって、給与期間の初日から
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支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その額

は、その給与期間の現日数から週休日（地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程（以下「職員勤務時間規程」という。）第

５条の規定により変更された場合にあっては、当該変更後の週休日とする。以下同じ。）

の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。  

（役職手当） 

第１４条 管理又は監督に従事する主任以上の職位にある職員に対して、別表第５に規定

する役職手当を支給する。 

（専門職手当） 

第１５条 高度な専門能力を持つ者であると法人が認めた主任以上の職位にある職員に対

して、別表第６に規定する専門職手当を支給する。 

（職種手当） 

第１６条 理事長の指定した職種に該当する職員に対して、別表第７に規定する職種手当

を支給する。 

（専門資格手当） 

第１７条 理事長の指定した分野に係る別表第８に規定する専門的な資格を有する職員に

対して、専門資格手当を支給する。ただし、学位については、学校教育法（昭和22年法

律第26号）にもとづき、博士（医学）又は博士（歯学）を授与した病院に勤務する医員

に対して支給する。 

（業務勤務手当） 

第１８条 特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を第５条から

第８条、第14条から第17条、第19条及び20条の給与で考慮することが適当でないと認め

られる業務を次の各号に掲げる業務とし、当該業務に従事する職員に、別表第９に規定

する業務勤務手当を支給する。 

(1) 夜間業務に従事する看護師  夜間看護業務手当 

(2)  管理夜勤業務に従事する看護師 夜間管理看護業務手当 

(3) 外来診療をする医師研究員  医師研究員外来業務手当 

(4) 理事長が特に必要と認める職員 危険業務勤務手当 

２ 前項に規定するもののほか、必要な事項は理事長が定める。 

 （夜間業務勤務手当） 

第１８条の２ 夜間業務に従事した看護師に対して、別表第9-2に規定する夜間業務勤務手 

当を支給する。ただし、前条第１号に定める夜間管理看護業務手当を支給する看護師に 

対しては支給しない。 

（処遇改善手当） 

第１９条 理事長の指定した職種に該当する職員に対して、別表第10に規定する処遇改善

手当を支給する。 



61 職員給与規程 

5 

（医師給与調整手当） 

第２０条 病院に所属する医師で、課長又は専門職１以上の職位にある職員に、別表第11

に規定する医師給与調整手当を支給する。 

（扶養手当） 

第２１条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養

を受けているものをいう。 

(1) 満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子及び孫 

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母 

(3) 満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある弟妹 

(4) 重度心身障害者 

３ 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族１人につき

当該各号に掲げる額を合計して得た額とする。 

(1) 前項第１号に掲げる者   13,000円 

(2) 前項第２号から第４号までに掲げる者のうち２人目までの者 6,000円 

(3) 前項第２号から第４号までに掲げる者のうち３人目以降の者 5,000円 

４ 扶養親族たる子で満15歳に達する日後の最初の４月１日から満22歳に達する日以後の

最初の３月31日までの間にあるもの（以下「特定期間にある子」という。）がいる場合

における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、4,000円に当該特定期間にある子

の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。 

５ 前４項の規定にかかわらず、部長又は専門職２の職位にある職員に対しては、扶養手

当は支給しない。 

（扶養親族の届出） 

第２２条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当す

る事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を理事長に届け出なければ

ならない。 

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合 

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合 

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が

職員となった日、扶養親族がない職員に前項第１号に掲げる事実が生じた場合において

はその事実が生じた日の属する月の翌月（これらの日が月の初日であるときは、その日

の属する月）から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合に

おいてはそれぞれの者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養

親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第２号に掲げる事実が生

じた場合においてはその事実が生じた日の属する月（これらの日が月の初日であるとき

は、その日の属する月の前月）をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始につい
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ては、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にさ

れたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、

その日の属する月）から行うものとする。 

３ 扶養手当は、これを受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事実が生じた場合、

扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部につい

て同項第２号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で第１項の規定によ

る届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場

合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月（これらの日が月の初日であ

るときは、その日の属する月）からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶

養手当を受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事実が生じた場合における扶養手

当の支給額の改定について準用する。 

（通勤手当） 

第２３条 職員の通勤手当については、別に定める地方独立行政法人東京都健康長寿医療

センター通勤手当規程（平成21年法人規程第20号）による。 

（宿日直手当、救急勤務医手当及び緊急手術等手当）  

第２４条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、職員勤務時間規程第12条の規定により別表

第12の宿日直手当を支給する。１回の宿日直手当の支給対象となる勤務及び支給額は、

別表第12のとおりとする。ただし、理事長の指定した職種に該当する職員には、宿日直

勤務１回あたり750円を加算する。 

２ 救急医療業務を命ぜられた職員には、救急勤務医手当を支給する。 

３ 特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を前２項で考慮するこ

とが適当でないと認められる業務に従事する職員に別表第12-2に規定する緊急手術等

手当を支給する。 

４ 前項に規定するもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。 

（特別対策手当）  

第２４条の２ センターが抱える課題に的確に対応し、業務改善等の対策を図るため、次

の各号に掲げる特別対策に従事する職員に、特別対策手当を支給する。 

(1) 看護師の離職防止及び定着対策に係る困難業務に対する手当 

(2) 上記職員以外の離職防止及び定着対策に係る困難業務に対する手当 

２ 前項に規定するもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。 

（夜勤手当） 

第２５条 所定勤務時間として深夜に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務

した全時間に対して、勤務１時間につき、勤務１時間当たりの給与額に100分の25を乗じ

て得た額を夜勤手当として支給する。 

（超過勤務手当） 

第２６条 所定勤務時間を超えて職員勤務時間規程第９条の規定により勤務することを命
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ぜられた職員には、所定勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、

第52条の規定により算定された勤務１時間当たりの給与額（以下単に「勤務１時間当た

りの給与額」という。）に所定勤務時間を超えてした勤務の区分に応じて次の各号に定

める割合（その勤務が午後10時から翌日の午前５時までの間（以下「深夜」という。）

である場合は、その割合に100分の25を加算した割合）を乗じて得た額を超過勤務手当と

して支給する。 

(1) 週休日（職員勤務時間規程第４条に定めるものをいう。次条以下同じ。）及び休日

等（同規程第21条に定める休日並びに同規程第23条の規定により指定された代休日を

いう。以下同じ。）における勤務（次条第1項ただし書きの規定により、休日給を支給

しないとされる日における勤務を除く。） 100分の135 

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の125 

２ 短時間勤務のシニアスタッフが、正規の勤務時間が割り振られた日（次条の規定によ 

り休日給が支給されることとなる日を除く。）において、正規の勤務時間を超えてした

勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が８時

間に達するまでの間の勤務に対する第１項の規定の適用については、同項第２号中「100

分の125」とあるのは「100分の100」とする。 

３ 前項の規定に定めるもののほか、職員勤務時間規程第２条の規定によりあらかじめ定

められた１週の所定勤務時間を超えて同規程第４条の規定により週休日とされた日に同

規程第５条の規定により所定勤務時間を割り振られた正規職員等には、１週の所定勤務

時間を超えて割り振られた所定勤務時間について、勤務１時間につき、勤務１時間当た

りの給与額に100分の25の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

４ 次の各号に規定する時間の合計が一箇月について60時間を超えた職員には、その60時

間を超えて勤務した全時間に対して、第１項（第２項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）及び前項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、勤務１時間当たりの

給与額に、当該各号に規定する割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

  (1) 所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、所定勤務時間を超えて勤務（職員

勤務時間規程第２１条に規定する法定休日に勤務した時間を除く。）の時間 100分の

150（その勤務が深夜である場合は、100分の175） 

 (2) 前項に規定する当該所定勤務時間に相当する時間 100分の50 

５ 職員勤務時間規程第11条の２に規定する超勤代休時間を承認された場合において、当

該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務し

た全時間のうち当該超勤代休時間の承認により代えられた超過勤務手当の支給に係る次

の各号に規定する時間に対しては、当該各号に規定する割合を乗じて得た額の超過勤務

手当を支給することを要しない。 

 (1) 前項第１項に規定する時間 100分の25（その時間が深夜である場合は、100分の 

  50） 
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 (2) 前項第２号に規定する時間 100分の25 

６ 第２項に規定する８時間に達するまでの間の勤務に係る時間について、前２項の規定

の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第１号

中「100分の25」とあるのは、「100分の50」（その時間が深夜である場合は、100分の75）

と読み替える。 

７ 前６項の規定にかかわらず、管理職員には超過勤務手当は支給しない。 

 （管理職員特別勤務手当） 

第２７条 管理職員が臨時又は緊急の必要その他業務の運営の必要により緊急登院の上、

勤務した場合は、当該職員に対して、別表１４に規定する管理職員特別勤務手当を支給

する。ただし、勤務時間、休日、休暇等に関する規程第23条第１項の規定により、理事

長が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、管理職員特別勤務手当は支

給しない。 

２ 前項に規定するもののほか、必要な事項は理事長が定める。 

（休日給） 

第２８条 休日等の勤務として所定勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、所

定勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、勤務１時間当たりの給与

額に100分の135の割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、職員勤務時間

規程第2条の規定により、命令権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合に

は、休日給は支給しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、管理職員には休日給は支給しない。 

（超過勤務等の勤務時間の集計） 

第２９条 前３条の規定に基づき夜勤手当、超過勤務手当及び休日給を支給する場合、支

給の基礎となる勤務時間数は、一の月に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごと

に集計するものとし、集計後の時間数に１時間未満の端数があるときは、その端数が30

分以上のときは１時間とし、30分未満のときは切り捨てる。 

 

第３節 賞与 

（賞与） 

第３０条 賞与は、６月１日及び12月１日（この条及び次条においてこれらの日を「基準

日」という。）にそれぞれ在職する職員（理事長が別に定める職員を除く。）に対し、

その者の勤務成績に応じて、それぞれ６月及び12月に支給する。これらの基準日前１箇

月以内に職員就業規則第21条若しくは第24条の規定により退職し、又は同規則第25条の

規定により解雇された職員（理事長が別に定める職員を除く。）についても、また同様

とする。 

２ 賞与の額は、年齢給、勤続給、職能給、成果給、役職手当、専門職手当、職種手当の

合計額に、法人の定める支給月数、第３項に定める期間率及び第４項に定める成績率を
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乗じて得た額とする。 

３ 前項の期間率は、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の勤務期間に応じて100

分の100を超えない範囲内で理事長が定める。 

４ 第２項の成績率は、その者の職務の評価に応じて、最大100分の120とし、理事長が別

に定める。 

５ 前各項に定めるもののほか、賞与の支給に関し必要な事項は、理事長が定める。 

（賞与の不支給） 

第３１条 基準日から当該基準日に対応する賞与支給日（第35条第１項に定める日をいう。

以下同じ。）の前日までの間に職員就業規則第48条第５号の規定による懲戒解雇の処分

を受け、若しくは同規程第25条第２項第２号若しくは第３号の規定により解雇された職

員、又は基準日前１箇月以内若しくは基準日から当該基準日に対応する賞与支給日の前

日までの間に退職し、若しくは解雇された職員で、その退職し、若しくは解雇された日

から当該賞与支給日の前日までの間に禁錮(こ)以上の刑に処せられた職員など、賞与を

不支給とすることが適当と認められる事由のある職員として理事長が別に定める者には、

前条第１項の規定にかかわらず、賞与は支給しない。 

２ 前項に定めるもののほか、賞与の不支給に関し必要な事項は、理事長が定める。 

 （不支給特例） 

第３１条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合において、第30条の規定にかかわらず、

当該基準日に係る賞与の一部又は全部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

 (1) 基準日前１箇月以内又は当該基準日に対応する支給日の前日までに間に離職した

職員（前項及び次号に掲げる者を除く。）に対し、まだ当該基準日に係る賞与が支給

されない場合において、その者が在職期間中に懲戒解雇等（地方独立行政法人東京都

健康長寿医療センター退職手当規程第16条第１項に規定する懲戒解雇等をいう。以下

次号において同じ。）を受けるべき行為をしたと認めるとき。 

 (2)  基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間

に死亡による退職をした職員（退職後死亡した者を含む。）に対し、まだ当該基準日

に係る賞与が支給されていない場合において、その者が在職期間中に懲戒解雇等を受

けるべき行為をしたと認めるとき。 

２ 前項の規定による処分を行う場合は、当該処分を受けるべき者に対し、当該処分の際、 

当該処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。 

３ 前２項に規定するもののほか、第１項の規定による処分に関し必要な事項は、理事長

が定める。 

（賞与の一時差止め） 

第３２条 理事長は、賞与支給日に賞与を支給することとされていた職員で当該賞与支給

日の前日までに退職し、又は解雇されたものが、その者の在職期間中の行為に係る刑事

事件に関して逮捕又は起訴されたときなど、その者に対し賞与を支給することが、適切
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ではないと認められる場合として理事長が別に定める場合には、当該賞与の支給を一時

差し止めることができる。 

２ 前項に定めるもののほか、賞与の一時差止めに関し必要な事項は、理事長が定める。 

 

第３章 支給方法 

（給与の支給） 

第３３条 給与は、職員に直接、通貨で支給する。ただし、職員から申出のある場合には、

口座振替の方法により支給することができる。 

２ 前項に定める口座振替に係る職員の申出に関し必要な事項は、理事長が定める。 

３ 法令又は労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 24 条に基づく協定に定めるものは、

これを給与から控除して支給する。 

（給与の支給方法） 

第３４条 職員の給与は、次の各号に定めるところにより支給する。 

(1) 年齢給、勤続給、職能給、成果給、役職手当、専門職手当、職種手当、専門資格手

当、医師給与調整手当、業務勤務手当、処遇改善手当、扶養手当は、月１回、一の月

に係るものをその月の給与支給日に支給する。 

(2) 宿日直手当、救急勤務医手当、宿日直特殊勤務手当、特別対策手当、超過勤務手当、

管理職員特別勤務手当、休日給及び夜勤手当は、一の月の実績に係るものを、次の月

の給与支給日に支給する。 

(3) 通勤手当は、支給対象期間（４月１日から９月 30日まで及び 10月１日から翌年３

月 31日まで）の最初の月の給料の支給日に支給する。 

(4) 賞与は、第 30 条第２項から第６項までの規定により定められた額を、６月及び 12

月の賞与支給日に支給する。 

（給与支給日） 

第３５条 給与支給日は、月１回、15日とする。ただし、15 日が日曜日、土曜日又は祝日

（国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に定める休日をいう。以下この条

において同じ。）に当たるときは、15日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日でない日（そ

の日が二あるときは、15日より前の日）を給与支給日とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事長は、非常災害その他の理由により、同項の給与支給日に

支給することができないと認めた場合においては、別に給与支給日を定めることができる。 

３ 職員が前２項の給与支給日前に退職し、又は解雇された場合における給与は、前２項

の規定にかかわらず、退職し、又は解雇された日以降速やかに支給する。 

（賞与支給日） 

第３６条 賞与支給日は、次の各号に掲げる日とする。 

(1) ６月に支給する賞与にあっては、６月 30 日 

(2) 12 月に支給する賞与にあっては、12月 10 日 
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２ 前項各号に定める日が日曜日に当たるときはその日の前々日を、同項各号に定める日

が土曜日に当たるときはその日の前日を賞与支給日とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、理事長は、非常災害その他の理由により、同項の支給日

に支給することができないと認めた場合においては、別に賞与支給日を定めることがで

きる。 

（非常時払） 

第３７条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚

礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、第 35 条第１項及び第２

項に定める給与支給日前に給与の非常時払を請求したときは、同条第１項及び第２項の

規定にかかわらず、既往の労働に対する給与を請求のあった日以降速やかに支給する。 

（支給の期間） 

第３８条 新たに職員となった者には、その日から基本給を支給し、基本給の額に異動を

生じた者に対しては、その日から新たに定められた基本給を支給する。 

２ 職員が退職し（死亡による場合を除く。）、又は解雇されたときは、その日まで基本給

を支給する。 

３ 職員が死亡により退職したときは、その月まで基本給を支給する。 

（日割計算） 

第３９条 前条の規定により職員の基本給を支給する場合であって、月の初日から支給すると

き以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の基本給の支給額は、

その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 

（年俸の日割計算） 

第４０条 年俸の支給にあたり、年度の初日から支給するとき以外のとき、又は年度の末

日まで支給するとき以外のときは、その年度の年俸の支給額は、その年度の現日数から

土曜日、日曜日及び休日（職員勤務時間規程第 21 条に定める休日のうち次の各号に掲げ

る日を除いた日をいう。）の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 

(1) 同条第１号に定める休日のうち土曜日に当たる日 

(2) 同条第２号に定める休日のうち土曜日又は日曜日に当たる日 

２ 前項の規定により、日割りによって計算して得られた年俸を支給する場合、各月の給

与支給日における支給額は、前項に定める金額を調整して支給することができる。 

（給与の返還） 

第４１条 退職し、又は解雇された職員は、当該年度に現に支給された基本給、年俸又は

月俸の総額がこの規程の規定に基づき計算して得られた基本給の支給額を超える場合は、

その超える部分に相当する額を法人に返還しなければならない。 

 

第４章 給与の減額及び不支給 

（給与の減額） 
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第４２条 職員が勤務しないときは、職員勤務時間規程第11条の２に規定する超勤代休時間

及び休日等である場合、同規程第 24 条に定める年次有給休暇、同規程第 27 条に定める病

気休暇（90 日を限度とする。）及び同規程第 29 条から第 41 条までに定める特別休暇（生

理休暇にあっては、１回について、引き続く２日を限度とする。）を承認され勤務しなかっ

た場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき承認権者の承認が

あった場合を除き、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額の合計額を

減額して給与を支給する。 

２ 前項の場合において、一の月における減額の基礎となる時間の合計に１時間未満の端

数があるときは、その端数が 30 分以上のときは１時間とし、30分未満のときは切り捨て

る。 

３ 第１項に定める承認権者の承認に関し必要な事項は、理事長が定める。 

（休職者等の基本給等） 

第４３条 別表 13の左欄に掲げる職員には、当該休職期間中、右欄に掲げる額以内の年齢

給、勤続給、職能給、成果給、職種手当、扶養手当を支給し、又は支給しない。 

２ 前項の規定が適用される期間における職員の年齢給、勤続給、職能給、成果給、職種

手当、扶養手当の支給額の算定にあたっては、第 13条に定める日割計算の方法に準じる。 

（災害補償との関係） 

第４４条 職員が職務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しく

は疾病にかかり、地方公務員災害補償法（昭和 42年法律第 121 号）の適用を受けて療養

のため勤務しない期間については、この規程に定める給与（賞与を除く。）は支給しない。 

 

第５章 年俸適用者及び月俸適用者に対する給与  

第１節 副院長及び副所長の給与 

 （年俸制の適用） 

第４５条 副院長及び副所長に年俸制を適用する。 

２ 前項の年俸は、基本年俸及び業績年俸からなるものとする。基本年俸と業績年俸と同

額とし、当該副院長又は副所長の年齢給、勤続給及び職種手当の合計額に、第 30 条第２

項に定める年間の賞与支給月数に 12 を加えた数を掛けた額を参考にして、理事長が定め

る。 

３ 前項の年俸の額は、その者の業務実績に応じ、前項の規定による年俸額の 100 分の 20

の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。 

４ 年俸は、４月１日から翌年３月 31 日までの１年間（以下「年俸対象期間」という。）

を単位として年額で決定する。 

５ 年俸対象期間の途中で、賞与支給月数に変更があった場合は、年俸額の見直しを行い、

必要があれば年俸額を変更する。 

６ 第１項の規定により年俸を支給する職員の給与は、年俸、通勤手当、宿日直手当、救
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急勤務医手当及び宿日直特殊勤務手当とする。 

（年俸の支給方法） 

第４６条 副院長及び副所長の年俸は、毎月の給与支給日に支給する。その際、各月（３

月を除く。）の支給額は、年俸を 12で除して得られた額（小数点以下端数切上げ。）とす

る。 

（年俸の更改） 

第４７条 副院長及び副所長の年俸は、毎年４月１日に前年度における人事考課の結果に

基づき、理事長が更改を行う。 

 

第２節 任期付職員の給与 

 （年俸等の適用） 

第４８条 理事長は、特定の研究課題を専担する研究員の確保、特に必要と認める医師等の確

保、医師等の再就職支援等を目的として、任期付職員に年俸制又は月俸制を適用することが

できる。 

 （年俸の決定） 

第４９条 年俸は、常勤職員の例により算定した年収額に退職手当に相当する額を加えた額に、

理事会の定める基準に基づく係数（以下「業績係数」という。）を乗じた額を年俸とする。 

２ 理事会は、前項の係数の決定にあたっては、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮し、

基準を定めることを要する。 

(1) 能力及び業績 

(2) 職務の量及び複雑困難の度合い 

(3) 他の職員との均衡 

(4) 法人の経営状況及び予算 

(5) 物価等の社会経済の動向及び民間事業の従事者における給与水準の動向 

３ 前項第１項の規定により年俸を支給する職員の給与は、年俸、通勤手当、宿日直手当、

救急勤務医手当、宿日直特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当とする。 

（年俸の支給方法） 

第５０条 年俸適用者の年俸は、毎月の給与支給日に支給する。その際、各月（３月を除

く。）の支給額は、年俸を 12 で除して得られた額（小数点以下端数切上げ。）とする。 

（月俸の決定） 

第５１条 理事長は、月俸を支給する職員に、一の月の所定勤務時間における職務遂行の

対価として、職務の種類、複雑、困難及び責任の度に応じ、常勤職員の例により算定した

月給額を参考として定める月俸を支給する。 

２ 第１項の規定により月俸を支給する職員の給与は、月俸、通勤手当、宿日直特殊勤務

手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、賞与とする。 

４ 第１項の適用を受ける職員に関するこの規程の適用については、「基本給」とあるのは
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「月俸」とする。 

 

第６章 雑則 

（勤務１時間当たりの額の算出） 

第５２条 職員の勤務１時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、

当該各号に掲げる給与の額を一の年度の所定勤務時間でそれぞれ除して得た額とする。 

(1) 第２号及び第３号以外の職員 年齢給、勤続給、職能給、成果給、役職手当、専門

職手当、職種手当、専門資格手当、医師給与調整手当、業務勤務手当及び処遇改善手

当（それぞれ 12 を乗じて得た額とする。） 

(2) 年俸制適用者 年俸 

(3) シニアスタッフ 月額報酬 

（端数の処理） 

第５３条 この規程により計算する給与の額又は勤務１時間当たりの給与額について、計

算の途中（最終確定金額でないもの）で端数が出た場合は、円位未満第３位を四捨五入

し、最終確定金額を求めたところで円位未満を切り捨てるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、端数の処理に関し必要な事項は、理事長が定める。 

（復職時調整）  

第５４条 休職等のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合

において、他の職員との均衡上必要があると認めたときは、復職し、又は再び勤務する

に至った日以後において、その者の基本給、年俸及び月俸を調整することができる。  

２ 前項の調整の基準は、理事長が別に定める。 

（実施に関し必要な事項） 

第５５条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。 

 

附 則（平成21年4月１日21法人規程第15号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成21年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 地方独立行政法人法第 59 条第２項の規定により法人の職員となった者の給与は、東京

都職員給与条例に基づき適用された給料表の職級、号給及び同一職級における在籍年数を

総合的に勘案して理事長が決定する。 

 附 則（平成21年5月29日21法人規程第29号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成21年６月１日から施行する。 

 附 則（平成21年9月25日21法人規程第34号） 

（施行期日） 
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１ この規程は、平成21年10月１日から施行する。 

附 則（平成22年3月30日21法人規程第39号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年12月17日22法人規程第57号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成23年１月１日から施行する。 

  なお、別表第８（第17条関係）については平成22年４月１日から遡及適用する。 

 附 則（平成23年12月22日23法人規程第69号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成24年１月１日から施行する。 

附 則（平成24年12月28日24法人規程第74号） 

（施行期日） 

１  この規程は、平成25年１月１日から施行する。 

附  則（平成 25 年 3 月 27 日平成 24 年法人規程第 83 号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

（扶養手当の改正に伴う経過措置） 

２ 本規程の施行日前日に部長又は専門職２の職位にある職員で、施行日において引き続

き同職位にある職員については、第２１条第５項の規定にかかわらず、平成２５年４月

１日から平成２７年３月３１日までの間、第２１条の規定による扶養手当（施行日前に

認定されている扶養親族に係るものに限る。）に次号に掲げる期間の区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額を改正後の第２１条の規定による扶養手当として支給

する。ただし、施行日以降にその者の受ける基本給が施行日前日において受けていた基

本給を超える場合の扶養手当額は、当該場合における差額に相当する額を差し引いた額

とする。 

（1） 平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで １００分の１００ 

（2） 平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで １００分の５０ 

 附 則（平成26年12月1日26法人規程第107号） 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成26年12月1日から施行する。 

  なお、別表第１（第5条関係）、第２（第6条関係）、第３（第7条関係）については  

  平成26年4月1日から遡及適用する。 

 附 則（平成27年12月1日27法人規程第155号） 

 （施行期日） 

１ この規定は、平成27年12月1日から施行する。 
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なお、別表第１（第5条関係）、第２（第6条関係）、第３（第7条関係）については 

  平成27年4月1日から遡及適用する。 

 附 則（平成29年4月1日28健総第7242号） 

 （施行期日） 

１ この規定は、平成29年4月1日から施行する。 

 附 則（平成30年4月1日29健総第8058号） 

 （施行期日） 

１ この規定は、平成30年4月1日から施行する。 

 附 則（平成30年7月1日30健総第1590号） 

 （施行期日） 

１ この規定は、決定の日から施行し、平成30年4月1日より適用する。 

  附 則（令和2年1月1日元健総第5287号） 

（施行期日） 

１ この規定は、令和2年1月1日から施行する。 

附 則（令和年２年４月 日 ２健総第９４号） 

（施行期日） 

１ この規程は、令和２年４月１４日から施行する。 

  ただし、第１８条１項の２については、令和２年２月１６日に遡及して適用する。 

附 則（令和年３年１月１日 ２健総第３６８０号） 

（施行期日） 

１ この規程は、令和３年１月１日から施行する。 

  ただし、第２４条第３項の麻酔科オンコール手当については、令和２年４月１日に遡

及して適用する。 

附 則（令和年３年５月２５日 ３健総第５９４号）  

（施行期日）  

１ この規程は、令和３年６月１日から施行する。 

附 則（令和年３年３月３０日 ３健総第７０８５号）  

（施行期日）  

１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和年４年１０月１日 ４健総第４０３４号）  

（施行期日）  

１ この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 

（検討） 

２ 理事長は、今後の診療報酬改定の動向等を踏まえ、第１９条に規定する処遇改善手当

及びそれに関連する手当の取扱いについて検討を加え、必要があると認めるときは、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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（理事長の指定した職種） 

 ３ 第２４条に規定する「理事長の指定した職種」は、薬剤師、臨床工学技士（医療技術）、

臨床検査技師及び診療放射線技師とする。 

附 則（令和年４年１２月２６日 ４健総第５８４４号）  

（施行期日）  

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

（定年の経過措置） 

２ 当分の間、職員（主として病院部門に勤務する医師又は歯科医師、副所長その他理事

長が別に定める職員を除く。）の基本給は、理事長が別に定める場合を除き、当該職

員が６０歳に達した日後における最初の４月１日以後、当該職員に適用される基本給

に１００分の７０を乗じて得た額とする。 

 

附 則（令和年５年３月３１日 ４健総第８３０９号）  

（施行期日）  

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和年６年１月９日 ５健総第５１６４号）  

（施行期日）  

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和年６年５月２４日 ６健総第７８０号）  

（施行期日）  

この規程は、令和６年６月１日から施行する。 

 

附 則（令和年６年９月１２日 ６健総第２８７５号）  

（施行期日）  

この規程は、令和６年９月１日から施行する。 

 

附 則（令和年６年１２月１８日 ６健総第４７４７号）  

（施行期日）  

この規程は、令和７年１月１日から施行する。 

 

附 則（令和年７年２月２５日 ６健総第６２７７号）  

（施行期日）  

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
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附 則（令和年７年５月７日 ７健総第３５８号）  

（施行期日）  

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表第１（第５条関係） 

年齢給 

基 準

年齢 
基本給 

19 135,400 

20 135,900 

21 136,400 

22 136,900 

23 137,400 

24 137,900 

25 138,400 

26 138,900 

27 139,200 

28 139,600 

29 140,000 

30 140,400 

31 140,800 

32 141,200 

33 141,600 

34 142,000 

35 142,400 

36 142,800 

37 143,200 

38 143,600 

39 144,000 

40 144,400 

41 144,800 

42 145,300 

43 145,800 

44 146,300 

45 146,800 

46 147,300 

47 147,800 

48 148,300 

49 148,900 
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50 149,500 

51 150,400 

52 150,400 

53 150,400 

54 150,400 

55 150,400 

56 150,400 

57 150,400 

58 150,400 

59 150,400 

60 150,400 

61 150,400 

62 150,400 

63 150,400 

64 150,400 

65 150,400 

 

 

 

別表第２（第６条関係） 

勤続給 

博士 修士 大学 高校
1 80,400
2 82,400
3 84,400
4 86,400

1 5 88,400
2 6 90,400

1 3 7 92,400
2 4 8 94,400
3 5 9 96,400

1 4 6 10 98,400
2 5 7 11 100,400
3 6 8 12 102,400
4 7 9 13 104,400
5 8 10 14 106,400

勤続年数
勤続給
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6 9 11 15 108,400
7 10 12 16 110,400
8 11 13 17 112,400
9 12 14 18 114,400

10 13 15 19 116,400
11 14 16 20 118,400
12 15 17 21 120,400
13 16 18 22 122,400
14 17 19 23 124,400
15 18 20 24 126,400
16 19 21 25 128,400
17 20 22 26 130,400
18 21 23 27 131,400
19 22 24 28 132,400
20 23 25 29 133,400
21 24 26 30 134,400
22 25 27 31 135,400
23 26 28 32 136,400
24 27 29 33 136,400
25 28 30 34 136,400
26 29 31 35 136,400
27 30 32 36 136,400
28 31 33 37 136,400
29 32 34 38 136,400
30 33 35 39 136,400
31 34 36 40 136,400
32 35 37 41 136,400
33 36 38 42 136,400
34 37 39 43 136,400
35 38 40 44 136,400
36 39 41 45 136,400
37 40 42 46 136,400
38 41 43 47 136,400
39 42 44 48 136,400
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別表第３（第７条関係） 

職能給 

号 
職能給 

1 級 2 級 3 級 

1 1，200 35，200 70，200 

2 2，200 36，200 71，200 

3 3，200 37，200 72，200 

4 4，200 38，200 73，200 

5 5，200 39，200 74，200 

6 6，200 40，200 75，200 

7 7，200 41，200 76，200 

8 8，200 42，200 77，200 

9 9，200 43，200 78，200 

10 10，200 44，200 79，200 

11 11，200 45，200 80，200 

12 12，200 46，200 81，200 

13 13，200 47，200 82，200 

14 14，200 48，200 83，200 

15 15，200 49，200 84，200 

16 16，200 50，200 85，200 

17 17，200 51，200 86，200 

18 18，200 52，200 87，200 

19 19，200 53，200 88，200 

20 20，200 54，200 89，200 

21 20，700 54，700 90，200 

22 21，200 55，200 91，200 

23 21，700 55，700 92，200 

24 22，200 56，200 93，200 

25 22，700 56，700 94，200 

26 23，200 57，200 94，700 

27 23，700 57，700 95，200 

28 24，200 58，200 95，700 

29 24，700 58，700 96，200 

30 25，200 59，200 96，700 
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31 25，700 59，700 97，200 

32 26，200 60，200 97，700 

33 26，700 60，700 98，200 

34 27，200 61，200 98，700 

35 27，700 61，700 99，200 

36 28，200 62，200 99，700 

37 28，700 62，700 100，200 

38 29，200 63，200 100，700 

39 29，700 63，700 101，200 

40 30，200 64，200 101，700 

41 30，450 64，450 101，950 

42 30，700 64，700 102，200 

43 30，950 64，950 102，450 

44 31，200 65，200 102，700 

45 31，450 65，450 102，950 

46 31，700 65，700 103，200 

47 31，950 65，950 103，450 

48 32，200 66，200 103，700 

49 32，450 66，450 103，950 

50 32，700 66，700 104，200 

51 32，950 66，950 104，450 

52 33，200 67，200 104，700 

53 33，450 67，450 104，950 

54 33，700 67，700 105，200 

55 33，950 67，950 105，450 

56 34，200 68，200 105，700 
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別表第４（第８条関係） 

成果給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第５（第 14 条関係） 

役職手当 

 

 

 

 

 

 

 

別表第６（第 15 条関係） 

専門職手当 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ Ａ Ｂ Ｄ Ｅ
４級 課長 1 227,000 197,000 182,000 122,000 92,000

2 229,000 199,000 184,000 124,000 94,000
3 231,000 201,000 186,000 126,000 96,000
4 233,000 203,000 188,000 128,000 98,000
5 235,000 205,000 190,000 130,000 100,000
6 237,000 207,000 192,000 132,000 102,000
7 239,000 209,000 194,000 134,000 104,000
8 241,000 211,000 196,000 136,000 106,000
9 243,000 213,000 198,000 138,000 108,000

10 245,000 215,000 200,000 140,000 110,000
５級 部長 11 320,000 260,000 230,000 170,000 140,000

138,000
140,000
142,000

150,000
200,000

148,000

132,000
134,000
136,000

144,000
146,000

階層
Ｃ

号 成果給級

1 0
2 30,000
3 60,000
4 80,000
5 130,000
6 200,000
7 230,000

号

総括部長

階層 役職手当

統括係長

部長
課長

主任
主事

係長

1 0
2 30,000
3 60,000
4 115,000
5 180,000
6 115,000
7 90,000
8 65,000
9 180,000
10 150,000

号

専門職2

係長
専門職1

主任

専門職手当階層

主事

専門医長1
専門医長2
専門医長3
専門部長1
専門部長2
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別表第７（第16条関係） 

職種手当 

職種 号 職種手当 

医師 1 170,000 

歯科医師 2 170,000 

薬剤師（薬剤科所属） 3 40,000 

薬剤師（薬剤科所属以外） 4 25,000 

管理栄養士 5 20,000 

看護師 6 20,000 

臨床工学技士（医療技術） 7 15,000 

臨床検査技師 8 10,000 

診療放射線技師 9 10,000 

理学療法士 10 10,000 

作業療法士 11 10,000 

栄養士 12 10,000 

言語聴覚士（福祉技術） 13 10,000 

歯科技工士 14 10,000 

歯科衛生士 15 10,000 

視能訓練士 16 10,000 

社会福祉士・精神保健福祉士（福祉） 17 10,000 

臨床心理士（心理技術） 18 10,000 

救急救命士 19 10,000 

医師・歯科医師研究員 20 160,000 

上席研究員 21 120,000 

主任研究員 22 50,000 

研究員 23 30,000 

准看護師 24 10,000 

上席研究員：テーマリーダー以上 主任研究員：係長級以上でリーダー、テーマリーダー

を補佐し、かつ主任研究員の指定を受けたもの。 

 

別表第８（第 17 条関係） 

専門資格手当 

資格 号 専門資格手当 

認定看護師 1 50,000 

専門看護師 2 50,000 
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専門医 3 50,000 

学位 4 50,000 

別表第９（第 18 条関係） 

業務勤務手当 

名称 月間夜勤適用回数 業務勤務手当 

夜間看護業務手当 

1 回 5,000 

2 回 10,000 

3 回以上 25,000 

夜勤専従且つ 7回以上 40,000 

夜間管理看護業務手当 1 回 50,750 

医師研究員外来業務手当 - 20,000 

備考 月間夜勤適用回数が 1 回又は 2回が適用されるのは、職員勤務時間 

規程第 10 条で定める職員に限る。 

職員勤務時間規程第 3 条で定める準夜勤又は深夜勤を実施した場合の 

夜間看護業務手当は、月間夜勤適用回数上 2回を 1回とみなす。 

 

別表第 9-2（第 18 条の 2 関係） 

夜間業務勤務手当 

夜勤時間 金 額 

 ４時間未満   2,720 

 ４時間以上   3,740 

 ６時間以上  6,350 

 

別表第 10（第 19 条関係） 

処遇改善手当 

（1）病院に勤務する看護師 

卒業後年数 号 
処遇改善 

手当 

1 年目 1 13,400 

2 年目 2 12,400 

3 年目 3 11,400 

4 年目 4 10,400 

5 年目 5 9,400 

6 年目以降 6 8,400 
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（2）病院等に勤務する看護師以外の職種 

職種 号 処遇改善手当 

別表第 7（第 16 条関係）の 5 号から 19 号

（6 号を除く） 

1 
3,000 

医師事務作業補助 2 2,100 

 

 

 

 

別表第 11（第 20 条関係） 

医師給与調整手当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 95,000
2 90,000
3 85,000
4 80,000
5 75,000
6 70,000
7 65,000
8 60,000
9 55,000

10 50,000
11 45,000
12 40,000
13 35,000
14 30,000
15 25,000
16 20,000
17 15,000
18 10,000
19 5,000
20 0

37年目
38年目

31年目

33年目
34年目

36年目

24年目
25年目
26年目
27年目
28年目
29年目
30年目

32年目

医歴

19年目まで
20年目

号
医師給与
調整手当

21年目
22年目
23年目

35年目
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別表第 12（第 24 条関係） 

宿日直手当 

勤務区分 勤務時間 支給額 

 

 

本来の勤務に従事しないで行う施設、設備、

備品、書類等の保全、外部との連絡、緊急の

文書の収受及び施設の監視を目的とする勤務 

５時間以上 6,100 円 

５時間未満 3,050 円 

緊急又は非常の事態に備えて待機する勤務 ５時間以上 6,100 円 

５時間未満 3,050 円 

病院等に勤務する医師が行う救急患者の診療

等の勤務 

５時間以上 30,000 円 

５時間未満 15,000 円 

別表第 12-2（第 24 条関係） 

緊急手術等手当 

名称 勤務区分 単位 支給額 

緊急手術手

当 

宿日直中又は緊急登院時

に医師が、救急患者等へ

麻酔を使用した手術を行

ったとき 

1 件 全身麻酔 5,000 円 

その他麻酔 2,500 円 

緊急カテー

テル手当 

宿日直中又は緊急登院時

に医師が、救急患者等へ

カテーテルを使用した検

査、治療を行ったとき 

1 件 3,000 円 

緊急内視鏡

手当 

宿日直中又は緊急登院時

に医師が、救急患者等へ

内視鏡を使用した検査、

治療を行ったとき 

1 件 3,000 円 

オンコール

待機手当 

病院等に勤務する麻酔科

所属医師が緊急又は非常

の事態に備えて待機する

とき 

1 回 1st  （土日祝日） 8,000円 

1st     （平日） 4,000円 

2nd （土日祝日） 4,000円 

2nd    （平日） 2,000円 

病院等に勤務する麻酔科 1 回 
16 時間以上 4,000円 
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所属以外の医師が緊急又

は非常の事態に備えて待

機するとき 

6 時間以上

16 時間未

満 

2,000円 

 

別表第 13（第 43 条関係） 

(1)職員就業規則第 13 条第 1 項第

1 号に掲げる事由に該当して

休職となった職員 

年齢給、勤続給、職能給、成果給、職種手当、扶養手

当のそれぞれに 100分の 60を乗じて得た額以内の額 

(2)心身の故障により、職員就業規

則第 13 条第 1 項第 2 号に掲げ

る事由に該当して休職となっ

た職員で休職期間が 1 年以内

のもの 

年齢給、勤続給、職能給、成果給、職種手当、扶養手

当のそれぞれに 100分の 80を乗じて得た額以内の額 

(3)心身の故障により、職員就業規

則第 13 条第 1 項第 2 号に掲

げる事由に該当して休職とな

った職員で休職期間が 1 年を

超えるもの 

基本給、その他この規程に定める給与は支給しない。 

(4)職員就業規則第 13 条第 1 項第

3 号、第 5 号、第 6 号に掲げ

る事由に該当して休職となっ

た職員 

基本給、その他この規程に定める給与は支給しない。 

(5)職員就業規則第 13 条第 1 項第

4 号、第 7 号に掲げる事由に

該当して休職となった職員 

年齢給、勤続給、職能給、成果給、職種手当、扶養手

当のそれぞれに 100分の 70を乗じて得た額以内の額 

(6)職員勤務時間規則第 41 条に定

める育児休業となった職員 
基本給、その他この規程に定める給与は支給しない。 

別表第 14（第 27 条関係） 

管理職員特別勤務手当 

   部  長   課  長 

 ６時間以下   12,000 円   10,000 円 

 ６時間超   18,000 円   15,000 円 

 


